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第１節　職業訓練をめぐる情勢（第８次職業能力開発基本計画から）

近年の激しい社会変化を背景に、厚生労働省は平成18年７月、「第８次能力開発基本計

画」（平成19年度～平成23年度）を発表した。

以下に、若者育成に関連する部分の抜粋を掲げる。

（表２－１）「第８次能力開発基本計画」における若者育成関連部分（抜粋）
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上記施策は多様な観点に触れているが、特に若者育成に重要な視点として、以下のよう

な点を挙げている。このような視点を組み込みながら、今後いかに有効な職業訓練を展開

するかが問われる時代にあると言えよう。

（１）労働市場のインフラの拡充

・多様な職業訓練、教育訓練機会の確保、様々な教育訓練サービスの組み合わせ

・公共訓練の充実と企業ニーズの変化を踏まえたコースの設定

・統一的基準としての「職業能力評価基準」の活用

・技能検定制度の普及促進と企業・団体等のニーズを踏まえた検定職種の見直し

（２）若者のキャリア形成支援政策の展開

・職業と触れ合う機会づくり

・インターンシップや職業ガイダンス

・学校と企業の連携による「実践型人材養成システム」や「日本版デュアルシステ

ム」等の普及

（３）「現場力」の強化

・将来中核を担う若者の現場への入職確保

・育成の仕組みを抜本的に再構築

・認定短大や認定訓練校の普及と必要に応じた制度の見直し

（４）雇用情勢や産業分野動向に応じた能力開発の促進

・産業分野ごとの企業の人材ニーズ変化を踏まえたコースの設定

・複数工程に対応できる技術・技能

・基礎的技術・技能等の鍛錬

・実践的な職業能力や訓練内容の高度化・複合化

（５）関連部門や関連施策との連携

・公共部門と民間部門、国と地方公共団体の役割分担と連携

・若者のキャリア形成支援に係る教育施策や産業施策との連携

第２節　職業訓練基準の位置づけ

職業訓練基準については、以下のような位置づけがなされている。

職業訓練の基準は、職業能力開発促進法第19条により定められている。

同法では「訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に

関し厚生労働省令で定める基準に従い」職業訓練を行うものと規定しており、職業訓練の

基準として定めるべき事項及び各内容のいずれもが厚生労働省令に委ねられている。また

職業訓練の基準では、教科、訓練時間等の具体的な内容については必要なもののみを定め、

地域ニーズ等を勘案した弾力的な職業訓練が展開できるようにしている。
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表２－２に、公共職業訓練の種類と内容を記す。

（表２－２）公共職業訓練の種類と概要

上記のうち、普通職業訓練・普通課程の職業訓練基準では、年間1,400時間の訓練時間

のうち、800時間～1,000時間程度を基準で規定し各訓練科の方向付けを行うとともに、残

る400時間～600時間については、各訓練施設において地域ニーズ等を勘案した適切な教科

を設定出来ることとしている。
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第３節　研究会における訓練基準の見直しの範囲

厚生労働省において、前述の第８次能力開発基本計画など重要事項については、厚生労

働省設置法第９条の規定により、「労働政策審議会」による審議が必要であると定められ

ている。

併せて、職業訓練基準の見直しについても、労働政策審議会で審議することとしており、

これらの作業に当たり厚生労働省職業能力開発局の下に「専門調査委員会」を設置する仕

組みとなっている。

（図２－１）職業訓練基準の改正プロセスと本研究の位置づけ

上記の流れの中で、網目のある「見直し基礎研究会」が当研究会の位置づけである。
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当研究会の具体的な見直し作業は、以下のような項目である。

（表２－３）基準見直しに係る基礎研究会の主な検討作業
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